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［事案 2022-134］損害賠償請求  

・令和 5年 5月 29 日  和解成立 

＜事案の概要＞ 

 募集人の説明不足を理由に、損害賠償を求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

平成 29 年 3 月に銀行を募集代理店として契約した通貨指定型個人年金保険について、契約

日から 5 年以内に解約した場合、解約返戻金の支払いには源泉分離課税が適用されることの

説明がなかったことから、発生した源泉徴収税額を損害賠償してほしい。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)契約締結の際、募集人は申立人に対し、パンフレットを用いて、契約日から 5 年以内に解

約した場合には源泉徴収課税が生じることを説明している。 

(2)解約時には、募集代理店の担当者が申立人の自宅を訪問し、申立人に対して解約返戻金の

円換算額が目標値に到達した旨の報告をしているが、申立人からは、解約して普通預金に

置いておく意向が示された他には、解約時の課税方法等について特段の質問はなかった。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約締結時および解約時の

状況の確認と和解を相当とする事情の有無を確認するため、申立人および募集人に対して事情

聴取を行った。 

2.裁定結果 

 上記手続の結果、募集人の説明不足は認められないものの、以下の理由により、本件は和解

により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告し

たところ、同意が得られたので、手続を終了した。 

(1)解約があと一週間程度後であれば、契約日から 5 年が経過し、解約返戻金には源泉分離課

税が適用されなかった。 

(2)解約時期のわずかな違いにより課税額に違いが生じる可能性もあること等に鑑みれば、保

険会社においては、解約時期によって税金の取扱いが異なることについて、契約締結時に

交付される注意喚起情報に記載するのみではなく、目標値に到達した際の連絡書面にも記

載するなどして情報提供をすることが望ましかった。 

(3)募集人の事情聴取によれば、募集代理店では、目標値に到達した契約者に対しては、募集

代理店の方から積極的に目標値到達後の意向をうかがう機会を設け、受取時の税金につい

ての説明も行う運用になっていたが、本件ではその運用がされていなかった。 

 

 


